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【３】基本目標 

 

以下のとおり、４つの基本目標を定め、目標達成に向け、取組を推進していきます。 

 

 基本目標 １ 生活習慣の改善の推進 

健康寿命には、生活習慣をはじめとする様々な状況が影響するとされています。多くの市民に、

負担感なく生活習慣を変えることができる工夫を示し、健康づくりの実践を推進します。 

 

 

 基本目標 ２ 
ライフステージを通じた健康づくりと 

健康を支える社会環境の整備 

個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の地域・社会環境の影響を受けるため、生涯にわたり、

個人の健康を支え、守る地域・環境づくりを推進します。 

 

 

 基本目標 ３ 主な生活習慣病の発症予防と重症化予防 

生活習慣病対策においては、生活習慣の改善とともに、これまで取り組んできた発症予防、早

期発見、早期治療に加え、重症化予防の観点からも対策を推進します。 

 

 

 基本目標 ４ 健全な食生活を実践するための食育の推進 

子どもをはじめあらゆる世代の人々が、様々な経験を通じて｢食｣に対する知識と「食」を選択す

る力を習得し、生涯にわたって健全な食生活を実践できるよう、食を通じた健康づくりや食の安

全について取り組みます。また「持続可能な食事・食生活」のために、生産から消費までの一連の

食の循環を意識しつつ、環境にも配慮することで食品ロス削減に関する取組等を推進します。 
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第４章 施策の展開 

【１】施策の体系 

 

基本目標に基づき、総合目標を達成するために以下のとおり、施策の体系に沿って、各種事業を 

展開します。 

 

■基本理念  一人ひとりが協力して 限りある命を大切にし、 

健康で幸せに暮らせるまち 健幸都市 東大和 

 

 

 

 

（１）身体活動・運動 

（２）休養 

（３）飲酒・喫煙(COPD(慢性閉塞性肺疾患)の対策含む) 

（４）歯・口腔の健康づくり 

基本目標１ 生活習慣の改善の推進 

（１）こころの健康・働く世代の健康づくり 

（２）次世代の健康づくり 

（４）社会環境の整備 

基本目標２ ライフステージを通じた健康づくりと健康を支える社会環境の整備 健
康
増
進
計
画 

食
育
推
進
計
画 

（１）栄養・食生活の推進 

（２）食育の推進 

基本目標４ 健全な食生活を実践するための食育の推進 

健 

康 

寿 

命 
の 

延 

伸 
 

 
 

 

健 

康 

格 

差 

の 

縮 

小 

総
合
目
標 

（１）がん対策の推進 

（２）糖尿病・循環器・メタボリックシンドローム予防対策の推進 

基本目標３ 主な生活習慣病の発症予防と重症化予防 

（３）COPD(慢性閉塞性肺疾患)の対策 

（３）高齢者の健康づくり 
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【２】成果指標と役割分担 

 

 

 

（１）身体活動・運動 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

１ 習慣的に運動をしている者の割合 20歳以上 49.3％ 増やす 

２ 
子どもは習慣的に運動をしていると 

回答した保護者の割合 
18歳以下 66.8％ 増やす 

 
１ 習慣的に運動をしている者の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 20 「ほぼ毎日運動をしている」「週

に数日運動をしている」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

２ 子どもは習慣的に運動をしていると回答した保護者の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 22 「ほぼ毎日運動をしている」「週

に数日運動をしている」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 

<役割の分担> 

市  民 
●身体活動（生活活動・運動）の意義を理解し、工夫して日常生活における身

体活動量を増やします。 

関係機関・事業者等 

●多様な世代が参加できる運動やスポーツの機会を提供します。 

●患者などが身体活動量を増やすことができるよう運動指導などの支援を行い

ます。 

行  政 

●身体活動（生活活動・運動）を増やす意義や方法に関する普及活動に努めます。 

●身体活動量が増加しやすい環境の整備に努めます。 

●生活習慣病対策との連動の促進、情報提供に努めます。 

 

基本目標１ 生活習慣の改善の推進 
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【２】成果指標と役割分担 

 

 

 

（１）身体活動・運動 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

１ 習慣的に運動をしている者の割合 20歳以上 49.3％ 増やす 

２ 
子どもは習慣的に運動をしていると 

回答した保護者の割合 
18歳以下 66.8％ 増やす 

 
１ 習慣的に運動をしている者の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 20 「ほぼ毎日運動をしている」「週

に数日運動をしている」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

２ 子どもは習慣的に運動をしていると回答した保護者の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 22 「ほぼ毎日運動をしている」「週

に数日運動をしている」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 

<役割の分担> 

市  民 
●身体活動（生活活動・運動）の意義を理解し、工夫して日常生活における身

体活動量を増やします。 

関係機関・事業者等 

●多様な世代が参加できる運動やスポーツの機会を提供します。 

●患者などが身体活動量を増やすことができるよう運動指導などの支援を行い

ます。 

行  政 

●身体活動（生活活動・運動）を増やす意義や方法に関する普及活動に努めます。 

●身体活動量が増加しやすい環境の整備に努めます。 

●生活習慣病対策との連動の促進、情報提供に努めます。 

 

基本目標１ 生活習慣の改善の推進 
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（２）休養 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

３ 
睡眠時間が十分、あるいはほぼ足りて

いる人の割合 
20歳以上 55.5％ 増やす 

 
３ 睡眠時間が十分、あるいはほぼ足りている人の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 24 不安やストレスを「強く感じる」

「ときどき感じる」人の睡眠時間が「十分足りている」「ほぼ足りている」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 
<役割の分担> 

市  民 

●適切な睡眠のとり方を知り、実践します。また睡眠障害が続く場合は、必要に応

じて医療機関を受診します。 

●趣味の活動などを通じて余暇時間を充実させます。 

関係機関・事業者等 

●患者などの生活実態にあわせ、適切な睡眠のとり方について、指導・助言し、必

要に応じて治療に結びつけます。 

●市民が楽しみを共有し、スポーツや趣味など余暇時間を充実させる活動を提供

します。 

行  政 
●適切な睡眠の意義や睡眠のとり方の普及・啓発に努めます。 

●余暇活動の充実を支援します。 

 

（３）－１ 飲酒  

成果指標 対象者 現 状 目 標 

４ 毎日飲酒している人の割合 20歳以上 15.2％ 減らす 

 

４ 毎日飲酒している人の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 30「毎日欠かさず飲む」と回答した人

の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 

<役割の分担> 

市  民 

●飲酒が及ぼす健康への影響について正しい知識を持ち、節度ある適度な飲酒

を実践します。 

●未成年者は飲酒をしません。周囲の大人は未成年者の飲酒を防止します。 

関係機関・事業者等 
●飲酒による健康障害の予防、早期発見・早期治療・重症化予防の観点から支

援します。 

行  政 

●飲酒が及ぼす健康への影響について、普及・啓発に努めます。 

●未成年者、妊婦、授乳中の女性への飲酒防止に取り組みます。 

●相談体制の整備や専門機関との連携を図ります。 
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（３）－２ 喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の対策含む) 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

５ たばこを吸っている人の割合 20歳以上 13.2％ 減らす 

６ 
「ＣОＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)」に 

ついて知っていた人の割合 
20歳以上 19.5％ 増やす 

７ 育児期間中の父親の喫煙率  
３～４か月児 

健診対象者の父親 
33.9％ 減らす 

８ 育児期間中の母親の喫煙率  
３～４か月児 

健診対象者の母親 
4.9％ 減らす 

 
5 たばこを吸っている人の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 28「毎日吸っている」「ときどき吸っ

ている」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

６ 「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」について知っていた人の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 39「知っていた」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

７ 育児期間中の父親の喫煙率 

現 状 健康課資料により算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課資料により算出 

８ 育児期間中の母親の喫煙率 

現 状 健康課資料により算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課資料により算出 

 
<役割の分担> 

市  民 
●喫煙・受動喫煙が及ぼす健康への影響やＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)につい

て、正しい知識を持ち、適切な行動をとります。 

関係機関・事業者等 

●喫煙・受動喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患))による健康障害の予防、早期

発見・早期治療・重症化予防の観点から支援します。 

●受動喫煙が及ぼす健康への影響やＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)について普

及・啓発を行い、禁煙希望者を支援します。 

●受動喫煙防止対策を推進します。 

行  政 

●喫煙・受動喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患))が及ぼす健康への影響につい

て、普及・啓発に努めます。 

●未成年者、妊婦、授乳中の女性への喫煙防止に取り組みます。 

●相談体制の整備や専門機関との連携を図ります。 
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（３）－２ 喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の対策含む) 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

５ たばこを吸っている人の割合 20歳以上 13.2％ 減らす 

６ 
「ＣОＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)」に 

ついて知っていた人の割合 
20歳以上 19.5％ 増やす 

７ 育児期間中の父親の喫煙率  
３～４か月児 

健診対象者の父親 
33.9％ 減らす 

８ 育児期間中の母親の喫煙率  
３～４か月児 

健診対象者の母親 
4.9％ 減らす 

 
5 たばこを吸っている人の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 28「毎日吸っている」「ときどき吸っ

ている」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

６ 「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」について知っていた人の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 39「知っていた」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

７ 育児期間中の父親の喫煙率 

現 状 健康課資料により算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課資料により算出 

８ 育児期間中の母親の喫煙率 

現 状 健康課資料により算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課資料により算出 

 
<役割の分担> 

市  民 
●喫煙・受動喫煙が及ぼす健康への影響やＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)につい

て、正しい知識を持ち、適切な行動をとります。 

関係機関・事業者等 

●喫煙・受動喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患))による健康障害の予防、早期

発見・早期治療・重症化予防の観点から支援します。 

●受動喫煙が及ぼす健康への影響やＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)について普

及・啓発を行い、禁煙希望者を支援します。 

●受動喫煙防止対策を推進します。 

行  政 

●喫煙・受動喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患))が及ぼす健康への影響につい

て、普及・啓発に努めます。 

●未成年者、妊婦、授乳中の女性への喫煙防止に取り組みます。 

●相談体制の整備や専門機関との連携を図ります。 
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（４）歯・口腔の健康づくり 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

９ 
むし歯のない３歳児の割合 

（３歳児健康診査時） 
３歳児 91.1％ 増やす 

10 むし歯のある割合 中学１年 42.3％ 減らす 

11 歯肉に炎症がある割合 中学１年 22.3％ 減らす 

12 定期的に歯科健診をしている人の割合 20歳以上 54.4％ 増やす 

 

９ むし歯のない３歳児の割合（３歳児健康診査時） 

現 状 平成 31年度実績より算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
令和７年度実績より算出 

10 むし歯のある割合 

現 状 令和元年度東京都の学校保健統計書により算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
令和７年度実績より算出 

11 歯肉に炎症がある割合 

現 状 令和元年度東京都の学校保健統計書により算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
令和７年度実績より算出 

12 定期的に歯科健診をしている人の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 35「はい」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 

<役割の分担> 

市  民 ●正しい口腔ケアの知識を身につけ、実践します。 

関係機関・事業者等 

●歯科疾患の予防、早期発見、早期治療、重症化予防の観点から支援します。 

●生活習慣病の関連について理解を促進し、歯と口腔から始める健康づくりを

支援します。 

●歯と口腔の健康が全身の健康と密接にかかわっていることについて普及・啓

発します。 

行  政 

●正しい口腔ケアを指導し、かかりつけ歯科医の定着の推進を図ります。 

●歯と口腔の健康が全身の健康と密接にかかわっていることについて、教育活

動を通じて普及・啓発に努めます。 

●子ども・成人・高齢者・障害者の歯科保健の充実を図ります。 
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（１）こころの健康・働く世代の健康づくり 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

13 
不安やストレスを強く感じている人の 

割合 
20歳以上 13.1％ 減らす 

 
13 不安やストレスを強く感じている人の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 23「強く感じる」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 
<役割の分担> 

市  民 

●ストレスの対処法に関する正しい知識を持ち、日常生活の中で実践します。 

●必要に応じて相談窓口の利用や医療機関を受診するなどの専門的な支援を受

けます。 

関係機関・事業者等 
●こころの健康に対する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●発症予防・早期発見・早期治療・重症化予防の観点から支援します。 

行  政 

●ストレスへの対処法など、こころの健康づくりに関する正しい知識の普及・

啓発に努めます。 

●社会情勢に合わせたこころの健康づくりを支える体制の整備に努めます。 

●子どものこころの健康に関する教育を推進します。 

 

（２）次世代の健康づくり 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

２ 
子どもは習慣的に運動をしていると 

回答した保護者の割合（再掲） 
18歳以下 66.8％ 増やす 

14 
子どもがカフェインを含む飲料を飲んで

いないと回答した保護者の割合 
18歳以下 37.1％ 増やす 

15 睡眠時間が足りている人の割合 中学１年 66.1％ 増やす 

16 
たばこを吸うと、身体に悪い影響があると

思う割合 
中学１年 94.0％ 増やす 

17 
お酒を飲むと、身体に悪い影響があると 

思う割合 
中学１年 63.4％ 増やす 

18 
パソコン、スマートフォン、ＤＳなどで

ゲームを１日平均３時間以上している割合 
中学１年 28.2％ 減らす 

19 肥満傾向にある子どもの割合 
小学５年男子 2.04％ 減らす 

小学５年女子 1.56％ 減らす 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ ライフステージを通じた健康づくりと健康を支える社会環境の整備 
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（１）こころの健康・働く世代の健康づくり 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

13 
不安やストレスを強く感じている人の 

割合 
20歳以上 13.1％ 減らす 

 
13 不安やストレスを強く感じている人の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 23「強く感じる」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 
<役割の分担> 

市  民 

●ストレスの対処法に関する正しい知識を持ち、日常生活の中で実践します。 

●必要に応じて相談窓口の利用や医療機関を受診するなどの専門的な支援を受

けます。 

関係機関・事業者等 
●こころの健康に対する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●発症予防・早期発見・早期治療・重症化予防の観点から支援します。 

行  政 

●ストレスへの対処法など、こころの健康づくりに関する正しい知識の普及・

啓発に努めます。 

●社会情勢に合わせたこころの健康づくりを支える体制の整備に努めます。 

●子どものこころの健康に関する教育を推進します。 

 

（２）次世代の健康づくり 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

２ 
子どもは習慣的に運動をしていると 

回答した保護者の割合（再掲） 
18歳以下 66.8％ 増やす 

14 
子どもがカフェインを含む飲料を飲んで

いないと回答した保護者の割合 
18歳以下 37.1％ 増やす 

15 睡眠時間が足りている人の割合 中学１年 66.1％ 増やす 

16 
たばこを吸うと、身体に悪い影響があると

思う割合 
中学１年 94.0％ 増やす 

17 
お酒を飲むと、身体に悪い影響があると 

思う割合 
中学１年 63.4％ 増やす 

18 
パソコン、スマートフォン、ＤＳなどで

ゲームを１日平均３時間以上している割合 
中学１年 28.2％ 減らす 

19 肥満傾向にある子どもの割合 
小学５年男子 2.04％ 減らす 

小学５年女子 1.56％ 減らす 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ ライフステージを通じた健康づくりと健康を支える社会環境の整備 
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２ 子どもは習慣的に運動をしていると回答した保護者の割合(再掲 P50) 

14 子どもがカフェインを含む飲料を飲んでいないと回答した保護者の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 15(１)「ない」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

15 睡眠時間が足りている人の割合 

現 状 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果報告書（平成 31 年度）問 10「十分足りている」「ほぼ足りて

いる」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果（見直し時） 

16 たばこを吸うと、身体に悪い影響があると思う割合 

現 状 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果報告書（平成 31年度）問 13 「悪い影響がある」と回答した人

の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果（見直し時） 

17 お酒を飲むと、身体に悪い影響があると思う割合 

現 状 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果報告書（平成 31年度）問 14 「悪い影響がある」と回答した人

の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果（見直し時） 

18 パソコン、スマートフォン、DSなどでゲームを１日平均３時間以上している割合 

現 状 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果報告書（平成 31 年度）問 18(1) 「３時間から４時間ぐらい」

「５時間以上」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康に関する意識調査(中学１年生)結果（見直し時） 

19 肥満傾向にある子どもの割合 

現 状 北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和元年度版）学校保健 小中学生の健康 ⑨栄養状態 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和７年度版）学校保健 小中学生の健康 ⑨栄養状態 

 
<役割の分担> 

市  民 
●保護者は、子どもの望ましい生活習慣について理解し、子どもに実践を促し

ます。 

関係機関・事業者等 

●子どもの身体や家庭の状況をみながら、子どもが健康的な生活習慣を身につ

けられるよう、運動の過不足について、指導・助言します。 

●スポーツや食育イベントの開催等、子どもの健康づくりに役立つ活動を行い

ます。 

行  政 

●子どもの望ましい生活習慣について、子どもと保護者への普及・啓発に努め

ます。 

●子どもが望ましい生活習慣を身につけられる環境を整備します。 

●健康に対する関心が高まり、実践できるよう普及・啓発に努めます。 
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（３）高齢者の健康づくり 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

20 
ロコモティブシンドローム（運動器症候

群）の認知度の割合 
20歳以上 17.8％ 増やす 

21 高齢者の社会参加の割合 
70歳以上男性 36.4％ 増やす 

70歳以上女性 47.1％ 増やす 

22 
第 1 号被保険者に占める要介護認定者

の割合 
65歳以上 19.1％ 減らす 

 
20 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 40「知っていた」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

21 高齢者の社会参加の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31 年度）問 45「参加・交流している」と回答し

た人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

22 第１号被保険者に占める要介護認定者の割合 

現 状 東京都福祉保健局ホームページ「令和２年度介護保険事業状況報告月報（９月末より）」 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東京都福祉保健局ホームページ「令和８年度介護保険事業状況報告月報（９月末より）」 

 
<役割の分担> 

市  民 

●青壮年期から、ロコモティブシンドロームと認知機能障害を予防するための

健康づくりに取り組みます。 

●高齢期にはフレイル予防や認知機能を維持する生活を心がけます。 

関係機関・事業者等 

●高齢期を健康で過ごすための健康づくりに取り組みやすい環境づくりや様々

な世代が参加し、交流する地域活動を実施・支援します。 

●医療機関や専門機関が連携しながら高齢者の心身の状況に応じた指導・支援

を行います。 

行  政 

●高齢期を健康で迎え、フレイル予防できるような健康づくりに関する普及・

啓発に努めます。 

●介護予防事業等によって地域の高齢者の健康状況等を把握し、計画等に基づ

き、事業を実施します。 

●健康な高齢期に向けた健康づくりに取り組みやすい環境を整備します。 
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（３）高齢者の健康づくり 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

20 
ロコモティブシンドローム（運動器症候

群）の認知度の割合 
20歳以上 17.8％ 増やす 

21 高齢者の社会参加の割合 
70歳以上男性 36.4％ 増やす 

70歳以上女性 47.1％ 増やす 

22 
第 1 号被保険者に占める要介護認定者

の割合 
65歳以上 19.1％ 減らす 

 
20 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 40「知っていた」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

21 高齢者の社会参加の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31 年度）問 45「参加・交流している」と回答し

た人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

22 第１号被保険者に占める要介護認定者の割合 

現 状 東京都福祉保健局ホームページ「令和２年度介護保険事業状況報告月報（９月末より）」 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東京都福祉保健局ホームページ「令和８年度介護保険事業状況報告月報（９月末より）」 

 
<役割の分担> 

市  民 

●青壮年期から、ロコモティブシンドロームと認知機能障害を予防するための

健康づくりに取り組みます。 

●高齢期にはフレイル予防や認知機能を維持する生活を心がけます。 

関係機関・事業者等 

●高齢期を健康で過ごすための健康づくりに取り組みやすい環境づくりや様々

な世代が参加し、交流する地域活動を実施・支援します。 

●医療機関や専門機関が連携しながら高齢者の心身の状況に応じた指導・支援

を行います。 

行  政 

●高齢期を健康で迎え、フレイル予防できるような健康づくりに関する普及・

啓発に努めます。 

●介護予防事業等によって地域の高齢者の健康状況等を把握し、計画等に基づ

き、事業を実施します。 

●健康な高齢期に向けた健康づくりに取り組みやすい環境を整備します。 
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（４）社会環境の整備 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

23 地域活動への参加・交流の割合 20 歳以上 30.3％ 増やす 

 

23 地域活動への参加・交流の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 45 「参加・交流している」と回答し

た人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

 

<役割の分担> 

市  民 ●地域のつながりを醸成するよう心がけます。 

関係機関・事業者等 
●地域活動の実施や協力を通じ、地域のつながりを醸成します。 

●市民が余暇時間を活用して、地域活動に参加するよう啓発します。 

行  政 

●地域のつながりと健康状態が関係することについて、普及・啓発に努めます。 

●世代や属性を超えた取組が可能となるよう、様々な部署や関係機関が連携協

力していきます。 

●地域活動に健康づくりの観点を入れ、活動を支援します。 
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（１）がん対策の推進 

成果指標 検診内容 現 状 目 標 

24 がん検診の受診率 

胃がん検診 3.7％ 増やす 

肺がん検診 3.6％ 増やす 

大腸がん検診 6.4％ 増やす 

子宮頸がん検診 12.1％ 増やす 

乳がん検診 15.6％ 増やす 

25 精密検査受診率 

胃がん検診 98.1％ 増やす 

肺がん検診 100.0％ 維  持 

大腸がん検診 85.7％ 増やす 

子宮頸がん検診 90.9％ 増やす 

乳がん検診 89.9％ 増やす 

26 悪性新生物による死亡率(10万人対) 対象者：全市民 284.2 減らす 

 

24 がん検診の受診率 

現 状 
東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

平成 29年度 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

令和４年度 

25 精密検査受診率 

現 状 
東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

平成 29年度 

目標値 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

令和４年度 

26 悪性新生物による死亡率(10万人対) 

現 状 
北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和元年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び

死亡率の推移(10万人対) 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和７年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び

死亡率の推移(10万人対) 

 

<役割の分担> 

市  民 
●定期的にがん検診を受診し、精密検査が必要な場合は早期に医療機関を受診

します。 

関係機関・事業者等 

●がん予防や検診に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●がん予防につながる地域の活動を支援します。 

●がん予防に取り組みやすい環境づくりに努めます。 

行  政 

●がん予防に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●がん検診を実施し、検診の質の向上に努めます。 

●がん予防に取り組みやすい環境を整備します。 

●健康教育をより一層充実するとともに、望ましい生活習慣の実践を支援します。 

基本目標３ 主な生活習慣病の発症予防と重症化予防 
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（１）がん対策の推進 

成果指標 検診内容 現 状 目 標 

24 がん検診の受診率 

胃がん検診 3.7％ 増やす 

肺がん検診 3.6％ 増やす 

大腸がん検診 6.4％ 増やす 

子宮頸がん検診 12.1％ 増やす 

乳がん検診 15.6％ 増やす 

25 精密検査受診率 

胃がん検診 98.1％ 増やす 

肺がん検診 100.0％ 維  持 

大腸がん検診 85.7％ 増やす 

子宮頸がん検診 90.9％ 増やす 

乳がん検診 89.9％ 増やす 

26 悪性新生物による死亡率(10万人対) 対象者：全市民 284.2 減らす 

 

24 がん検診の受診率 

現 状 
東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

平成 29年度 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

令和４年度 

25 精密検査受診率 

現 状 
東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

平成 29年度 

目標値 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

東京都福祉保健局「区市町村別 がん検診実施状況一覧」 東大和市「プロセス指標等一覧シート」 

令和４年度 

26 悪性新生物による死亡率(10万人対) 

現 状 
北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和元年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び

死亡率の推移(10万人対) 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和７年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び

死亡率の推移(10万人対) 

 

<役割の分担> 

市  民 
●定期的にがん検診を受診し、精密検査が必要な場合は早期に医療機関を受診

します。 

関係機関・事業者等 

●がん予防や検診に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●がん予防につながる地域の活動を支援します。 

●がん予防に取り組みやすい環境づくりに努めます。 

行  政 

●がん予防に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●がん検診を実施し、検診の質の向上に努めます。 

●がん予防に取り組みやすい環境を整備します。 

●健康教育をより一層充実するとともに、望ましい生活習慣の実践を支援します。 

基本目標３ 主な生活習慣病の発症予防と重症化予防 
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（２）糖尿病・循環器・メタボリックシンドローム予防対策の推進 

成果指標 対象者 現 状 目 標 

27 
特定健康診査の受診率 

（国民健康保険被保険者） 
40歳～74歳 49.5％ 増やす 

28 
特定保健指導の利用率 

（国民健康保険被保険者） 
40歳～74歳 14.4％ 増やす 

29 
適正体重を維持している人の割合 

 ＢＭＩ18.5 以上 25.0 未満 

男性20～69歳 60.3％ 増やす 

女性40～69歳 68.9％ 増やす 

30 身近な医師等（かかりつけ医）のある割合 20歳以上 72.1％ 増やす 

31 
高血圧の改善 

（収縮期血圧の平均値の低下） 

男性40～74歳 128.0㎜ Hg 減らす 

女性40～74歳 125.9㎜ Hg 減らす 

32 
脂質異常症の減少（総コレステロール

240ｍｇ／ｄｌ以上の者の割合） 

男性40～74歳 11.3％ 減らす 

女性40～74歳 24.2％ 減らす 

33 
脂質異常症の減少（ＬＤＬコレステロー

ル 160ｍｇ／ｄｌ以上の者の割合） 

男性40～74歳 8.4％ 減らす 

女性40～74歳 12.7％ 減らす 

34 脳血管疾患の死亡率(10万人対) 全市民 61.3 減らす 

35 心疾患の死亡率(10万人対) 全市民 132.1 減らす 

 

27 特定健康診査の受診率（国民健康保険被保険者） 

現 状 保険年金課資料より算出 

目 標 東大和市国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画(参考) 

目 標 

検証資料 
保険年金課 令和７年度実績見込より算出 

28 特定保健指導の利用率（国民健康保険被保険者） 

現 状 保険年金課資料より算出 

目 標 東大和市国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画(参考) 

目 標 

検証資料 
保険年金課 令和７年度実績見込より算出 

29 適正体重を維持している人の割合 ＢＭＩ18.5 以上 25.0 未満 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問９身長、体重より算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

30 身近な医師等（かかりつけ医）のある割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 41(1) 「いる」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

31 高血圧の改善（収縮期血圧の平均値の低下） 

現 状 健康課 特定健診標準システムによる平成 31年度特定健診結果 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課 特定健診標準システムによる令和７年度特定健診結果 

32 脂質異常症の減少（総コレステロール 240ｍｇ／ｄｌ以上の者の割合） 

現 状 健康課 特定健診標準システムによる平成 31年度特定健診結果 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課 特定健診標準システムによる令和７年度特定健診結果 
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33 脂質異常症の減少（ＬＤＬコレステロール 160ｍｇ／ｄｌ以上の者の割合） 

現 状 健康課 特定健診標準システムによる平成 31年度特定健診結果 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課 特定健診標準システムによる令和７年度特定健診結果 

34 脳血管疾患の死亡率(10万人対) 

現 状 
北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和元年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和７年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

35 心疾患の死亡率(10万人対) 

現 状 
北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和元年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和７年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

 

<役割の分担> 

市  民 

●望ましい生活習慣について理解し、実践します。 

●定期的に健康診査を受診し、必要に応じ保健指導を受けます。また早期に医療

機関を受診し、治療を継続します。 

関係機関・事業者等 

●早期発見、早期治療、重症化予防の観点から支援、指導します。 

●発症予防や重症化予防に取り組みやすい環境を整備します。 

●生活習慣病の予防につながる地域活動を支援します。 

行  政 

●糖尿病・循環器疾患・メタボリックシンドロームを予防する生活習慣などに関

する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●発症予防や重症化予防に取り組みやすい環境を整備します。 

 

（３）ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の対策 

 

ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の対策については、Ｐ52（３）－２ 喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾

患)の対策含む)」において掲載しています。 
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33 脂質異常症の減少（ＬＤＬコレステロール 160ｍｇ／ｄｌ以上の者の割合） 

現 状 健康課 特定健診標準システムによる平成 31年度特定健診結果 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康課 特定健診標準システムによる令和７年度特定健診結果 

34 脳血管疾患の死亡率(10万人対) 

現 状 
北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和元年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和７年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

35 心疾患の死亡率(10万人対) 

現 状 
北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和元年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 

北多摩西部保健医療圏保健医療福祉データ集（令和７年度版）成人高齢保健等 主要疾患別死亡数及び 

死亡率の推移 

 

<役割の分担> 

市  民 

●望ましい生活習慣について理解し、実践します。 

●定期的に健康診査を受診し、必要に応じ保健指導を受けます。また早期に医療

機関を受診し、治療を継続します。 

関係機関・事業者等 

●早期発見、早期治療、重症化予防の観点から支援、指導します。 

●発症予防や重症化予防に取り組みやすい環境を整備します。 

●生活習慣病の予防につながる地域活動を支援します。 

行  政 

●糖尿病・循環器疾患・メタボリックシンドロームを予防する生活習慣などに関

する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

●発症予防や重症化予防に取り組みやすい環境を整備します。 

 

（３）ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の対策 

 

ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の対策については、Ｐ52（３）－２ 喫煙(ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾

患)の対策含む)」において掲載しています。 
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（１）栄養・食生活の推進

成果指標 対象者 現 状 目 標 

36 

１日当たりの野菜の摂取量 

５皿以上（350ｇ）摂取している人の割

合 

20歳以上 2.2％ 増やす 

37 肥満の割合 （ＢＭＩ値 25.0以上） 
20～60歳代男性 34.2％ 減らす 

40～60歳代女性 15.4％ 減らす 

38 やせの割合 （ＢＭＩ値 18.5未満） 20歳代女性 26.9％ 減らす 

36 １日当たりの野菜の摂取量 ５皿以上（350ｇ）摂取している人の割合 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 13(1)「５皿以上」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

37 肥満の割合 （ＢＭＩ値 25.0以上） 

38 やせの割合 （ＢＭＩ値 18.5未満） 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問９身長、体重より算出 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

<役割の分担> 

市  民 
●生活習慣病の予防における栄養・食生活の重要性を理解し工夫しながら、健康

的な食生活を習慣的に続けます。

関係機関・事業者等 
●健康的な食生活を実践しやすい環境を整備します。

●子どもなどに栄養指導するなど健康的な食生活を実践できるよう支援します。 

行  政 
●健康的な食生活に関する知識の普及・啓発に努めます。

●健康的な食生活を実践しやすい環境を整備します。

野菜の摂取量：１日 350g(小鉢５皿が目安) 

ほうれん草のお浸し  酢 物 

サラダ きんぴらごぼう    野菜スープ 

基本目標４ 健全な食生活を実践するための食育の推進 
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（２）食育の推進

成果指標 対象者 現 状 目 標 

39 「食育」に関心のある者の割合 20歳以上 76.5％ 増やす 

40 
一週間のうち朝食又は夕食を家族と一 

緒に食べる「共食」の回数(週 11回以上) 
20歳以上 34.1% 増やす 

41 
「朝食を食べないことがある」又は「食

べていない」人の割合 

中学１年 11.7％ 減らす 

20～30歳代男性 50.0％ 減らす 

20歳代女性 38.5％ 減らす 

42 小中学校給食における地場野菜使用率 小中学生 8.81％ 増やす 

39 「食育」に関心のある者の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31 年度）問 18 「関心がある」「どちらかといえ

ば関心がある」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

40 一週間のうち朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数(週 11回以上) 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 11 「11回以上」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（見直し時） 

41 「朝食を食べないことがある」又は「食べていない」人の割合 

現 状 

健康に関する意識調査（中学１年生）結果報告書（平成 31年度）問２ 「食べないことがある」「食べて

いない」と回答した人の割合の合計 

東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31 年度）問 10 「食べないことがある」「食べて

いない」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康に関する意識調査（中学１年生）結果/東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

42 小中学校給食における地場野菜使用率 

現 状 給食課 平成 29年度～31年度の各年度における給食の総重量に対する地場野菜重量の占める割合の平均値 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
給食課 令和７年度における給食の総重量に対する地場産物重量の占める割合 

<役割の分担> 

市  民 ●生涯にわたり健全な食生活を実践します。

関係機関・事業者等 

●生涯にわたり健全な食生活につながる地域活動を支援します。

●市内産食材の理解・推進と地産地消拡大の取組に協力します。

●食育の推進に必要な情報発信に協力します。

行  政 

●子どもの保護者に対する食習慣と食行動に関する基本的な知識の普及・啓発に

努めます。

●子どもの食を大切にするこころ、食に関する自己管理能力の醸成を推進します。 

●食を通じた健康づくりの取組を推進します。

●生活を通じていきいきと暮らすための健康的な食生活を支援します。
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（２）食育の推進

成果指標 対象者 現 状 目 標 

39 「食育」に関心のある者の割合 20歳以上 76.5％ 増やす 

40 
一週間のうち朝食又は夕食を家族と一 

緒に食べる「共食」の回数(週 11回以上) 
20歳以上 34.1% 増やす 

41 
「朝食を食べないことがある」又は「食

べていない」人の割合 

中学１年 11.7％ 減らす 

20～30歳代男性 50.0％ 減らす 

20歳代女性 38.5％ 減らす 

42 小中学校給食における地場野菜使用率 小中学生 8.81％ 増やす 

39 「食育」に関心のある者の割合 

現 状 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31 年度）問 18 「関心がある」「どちらかといえ

ば関心がある」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

40 一週間のうち朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数(週 11回以上) 

現 状 東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31年度）問 11 「11回以上」と回答した人の割合 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（見直し時） 

41 「朝食を食べないことがある」又は「食べていない」人の割合 

現 状 

健康に関する意識調査（中学１年生）結果報告書（平成 31年度）問２ 「食べないことがある」「食べて

いない」と回答した人の割合の合計 

東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書（平成 31 年度）問 10 「食べないことがある」「食べて

いない」と回答した人の割合の合計 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
健康に関する意識調査（中学１年生）結果/東大和市民の健康に関する意識調査結果（見直し時） 

42 小中学校給食における地場野菜使用率 

現 状 給食課 平成 29年度～31年度の各年度における給食の総重量に対する地場野菜重量の占める割合の平均値 

目 標 市による独自設定 

目 標 

検証資料 
給食課 令和７年度における給食の総重量に対する地場産物重量の占める割合 

<役割の分担> 

市  民 ●生涯にわたり健全な食生活を実践します。

関係機関・事業者等 

●生涯にわたり健全な食生活につながる地域活動を支援します。

●市内産食材の理解・推進と地産地消拡大の取組に協力します。
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●食を通じた健康づくりの取組を推進します。

●生活を通じていきいきと暮らすための健康的な食生活を支援します。

63 

【３】具体的事業等 

 

４つの基本目標達成に向けた分野ごとの主な事業は以下のとおりです。また、分野別に令和２年

２月に策定しました「健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針 アクションプラ

ン」の取組方針ごとの具体的事業を示します。 

本計画においては、このアクションプランの具体的事業と連動させながら、各種事業の取組を推

進していきます。 

 

（１）施策の目標に対する主な事業等 

 

基本目標 分 野 主な事業 担当課 
アクションプラン 

対応箇所 

１ 

生
活
習
慣
の 

 
 
 

改
善
の
推
進 

（１） 身体活動・運動 

健康教育事業、 

健康ウォーキングマップ活用

の促進等 

健康課・ 

関係各課 
取組方針１ 

（２） 休養 情報提供 健康課 取組方針３・４ 

（３） 

飲酒・喫煙 

（ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺

疾患）の対策含む） 

普及・啓発、情報提供 健康課 取組方針４・５ 

（４） 歯・口腔の健康づくり 各種健康診査事業等 
健康課・ 

関係各課 
取組方針４ 

 

２ 

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た       

  

健
康
づ
く
り
と
健
康
を 

    

支
え
る
社
会
環
境
の
整
備 

（１） 
こころの健康・ 

働く世代の健康づくり 
こころの相談事業等 

健康課・ 

関係各課 
取組方針３・４ 
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健康課・ 
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取組方針１・３・４・５ 

（４） 社会環境の整備 普及・啓発、情報提供 
健康課・ 

関係各課 
取組方針３・５ 

 

３ 

主
な
生
活
習
慣
病
の 

 
 
 

発
症
予
防
と
重
症
化
予
防 

（１） がん対策の推進 
がん検診事業、 

健康づくり講演会等 
健康課 取組方針４ 

（２） 

糖尿病・循環器・ 

メタボリックシンドローム

予防対策の推進 

成人保健事業健康診査、 

生活習慣病予防教室等 

健康課・ 

関係各課 
取組方針１・４ 

（３） 

ＣＯＰＤ 

（慢性閉塞性肺疾患） 

の対策（再掲） 

普及・啓発、情報提供 
健康課・ 

関係各課 
取組方針４・５ 

４ 

健
全
な
食
生
活
を 

実
践
す
る
た
め
の 

食
育
の
推
進 

（１） 栄養・食生活の推進 生活習慣病予防教室等 
健康課・ 

関係各課 
取組方針１・２・４ 

（２） 食育の推進 食育推進事業等 
健康課・ 

関係各課 
取組方針２ 
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（２）アクションプラン 

 

取組方針１：身体機能を維持・改善する運動習慣の定着 
 

楽しみながらできる身体活動を増やし、体力向上や筋肉量・身体機能の維持、高齢者の転倒予防につ

なげる取組を行います。 

 

ＮＯ イベント・事業名等 事業概要等 担当課 

１ 東大和元気ゆうゆう体操 

in市役所中庭 

◇市役所中庭で、毎月第１月曜の午後 0時 30分から

東大和元気ゆうゆう体操を行う。 
高齢介護課 

２ 介護予防普及啓発事業 ◇筋力向上のためのマシントレーニングを行う教室（1

期 14回）や栄養改善に必要な知識、正しい歯磨き

の方法、その他、転ばないための身体づくりを目指

した教室（1期 14回）を実施する。 

高齢介護課 

３ 東大和 

元気ゆうゆうポイント事業 

◇介護予防又は認知症の予防を目的とした活動への

参加促進のため、参加者にポイントを付与する事業

で、所定のポイント数に達した場合は、景品と交換で

きる。 

高齢介護課 

４ 運動習慣定着を牽引する 

人材の育成事業 

◇東大和元気ゆうゆう体操を普及する方を養成するた

めの講座（毎年、全 8回）を実施する。 

◇介護予防に資する取組を行う介護予防リーダーを養

成する講座（隔年、全 15回）を実施する。 

高齢介護課 

５ 市民体育館との連携事業 

 

◇特定健康診査の受診者等が、市民体育館の施設を無

料で体験利用でき、運動習慣のきっかけに資するよ

うにする。 

保険年金課 

６ 地域の団体、人材、施設を 

活用した各種スポーツ事業 

 

◇特定非営利活動法人東大和市体育協会、地域ス

ポーツクラブ（はぴねスマイル東大和）、スポーツ推

進委員、体育施設等指定管理者によるスポーツ・文

化活動などを通じて、地域住民のコミュニティと地

域貢献の場を提供する。 

社会教育課 

７ 運動、スポーツイベント事業 

 

◇地域の団体等との連携によるスポーツ・レクリエー

ションを通じて地域コミュニティを広げる。 

◇健康保持・増進、体力向上と相互交流を図るととも

に、狭山丘陵と多摩湖をＰＲし、観光振興を図る。 

社会教育課 

８ スポーツ振興を推進する 

人材の育成事業 

 

◇スポーツ推進委員と連携し、住民に対して、ニュース

ポーツ等の普及を図るとともに、市民のスポーツに

対する関心を高める取組を行う。 

社会教育課 
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（２）アクションプラン 
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料で体験利用でき、運動習慣のきっかけに資するよ

うにする。 

保険年金課 

６ 地域の団体、人材、施設を 

活用した各種スポーツ事業 

 

◇特定非営利活動法人東大和市体育協会、地域ス

ポーツクラブ（はぴねスマイル東大和）、スポーツ推

進委員、体育施設等指定管理者によるスポーツ・文

化活動などを通じて、地域住民のコミュニティと地

域貢献の場を提供する。 

社会教育課 

７ 運動、スポーツイベント事業 

 

◇地域の団体等との連携によるスポーツ・レクリエー

ションを通じて地域コミュニティを広げる。 

◇健康保持・増進、体力向上と相互交流を図るととも

に、狭山丘陵と多摩湖をＰＲし、観光振興を図る。 
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８ スポーツ振興を推進する 

人材の育成事業 

 

◇スポーツ推進委員と連携し、住民に対して、ニュース

ポーツ等の普及を図るとともに、市民のスポーツに

対する関心を高める取組を行う。 

社会教育課 
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９ グルメウォーキング実行委員会 

運営費補助事業 

 

◇市内にあるスイーツ取扱店を巡り、当市の魅力を再

発見できるよう実施する。 

◇参加店に関する情報発信を行うことで、新規顧客の

獲得や効果的な商品ＰＲにつなげ、観光事業を活用

した市内商業の振興を図る。 

産業振興課 

10 健康教育事業 

 

◇生活習慣病や糖尿病予防、女性特有の健康づくりに

関する正しい知識と技術習得を目的に講話や実習

を行う。 

健康課 

11 地域活動支援センター事業 

 

◇地域活動支援センターにおいて、身体機能の維持・

改善等に関する講座を開催する。 

（身体機能訓練、生活機能訓練、室内運動） 

障害福祉課 

12 健康ウォーキングマップの 

活用の促進 

 

◇11 のウォーキングコースを掲載した健康ウォーキン

グマップを紙媒体・ＨＰからのダウンロード・アプリな

ど様々な情報媒体を用いて活用してもらい、運動習

慣の定着を図る。 

健康課 

13 指定管理者の独自事業による

スポーツ教室等 

 

◇指定管理者が実施しているスポーツ教室等のイベン

トを通じて、市民がよりスポーツに親しむことができ

る取組を行う。 

社会教育課 

14 上仲原公園野球場開放業務 

 

◇市内には、子どもたちが気軽にスポーツに親しめる

場所が少ないことから、安全、安心してボール遊び

ができる場所として、「東大和市上仲原公園野球場

（陸上競技場を含む）」の個人無料開放をすること

により、スポーツに親しむきっかけと体力向上及びス

ポーツ振興を目指すことを目的に実施する。 

社会教育課 

15 東大和市 

子どもの体力向上推進事業 

◇走り方教室等の体力向上事業を実施する。 
教育指導課 

16 一校一取組運動 

 

◇体力向上の推進を図るため、各学校においてひとつ

以上の取組を実施する。 
教育指導課 

17 児童館の運動系クラブ 

 

◇運動及びスポーツレクリエーションクラブ活動等の事

業を通じて児童の健康増進を図る。 
青少年課 

18 誰もが気軽に参加できる 

イベント事業の実施 

◇日頃、スポーツや運動を行っていない市民の方に

対する『きっかけづくり』と『運動習慣の定着』を目

指し、幅広い年代の市民の方を対象に、誰もが気軽

に参加できるイベントを実施する。 

社会教育課 

19 高齢者の保健事業と 

介護予防の一体的な実施 

◇高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな

支援を実施するため、後期高齢者医療制度の保健

事業と介護保険の介護予防に関する事業を一体的

に実施する。 

保険年金課 

20 東大和元気ゆうゆう体操の

多様な場面での活用 

◇多様な機会での東大和元気ゆうゆう体操の活用によ

り、介護予防と多世代の交流を推進する。 
高齢介護課 
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取組方針２：身体を良好な状態に保つ食生活の実践 
 

おいしく食べて望ましい食習慣の定着を図る取組を行います。 

 

ＮＯ イベント・事業名等 事業概要等 担当課 

１ うまかんべぇ～祭実行委員会

運営費補助事業 

 

◇地域住民の交流及び賑わいを創出することを目的

に開催する。 

*出展団体によるグルメコンテスト 

*ステージイベント 

*ウォーキングイベントのゴール 

*フリーマーケット 

*ランニングバイクイベント等 

産業振興課 

２ 学校給食を活用した 

食育の推進 

 

◇学校給食を生きた教材としてさらに活用するため、

新たな食育の取組等を検討し、学校、保護者と連携

協力しながら食育を実施する。 

給食課 

３ 見学試食会・社会科見学の 

受け入れ 

◇学校給食センターの施設見学や給食の試食をとおし

て、食の大切さ等を伝える。 
給食課 

４ 食育の推進 

 

◇生涯をとおして健康な生活を送るための基礎を培う

ため、各学校において食育指導を充実させる取組を

実施する。 

教育指導課 

５ 食育推進事業 

 

◇各教室において食育の講話の実施や食育推進ネット

ワーク会議を開催し、庁内外関係部署と連携しなが

ら食育の推進を図る。 

健康課 

６ 食農推進事業 

 

◇都市農業に対する市民の理解を促進する。 

◇地産地消や食育を推進する。 
産業振興課 

７ 幼少期健康教育事業 

 

◇離乳食講習会、幼児食講習会、親子料理教室を、望

ましい食生活などに関する正しい知識と技術習得を

目的に実施する。 

*講義、食育 

*調理実習と試食 

*個別相談(保育・栄養） 

健康課 

８ 成人期健康教育事業 

 

◇生活習慣病や糖尿病予防、女性特有の健康づくりや

男性を対象に栄養などに関する正しい知識と技術習

得を目的に講話や実習を行う。 

健康課 

９ 介護予防普及啓発事業 

（再掲） 

 

◇筋力向上のためのマシントレーニングを行う教室（1

期 14回）や栄養改善に必要な知識、正しい歯磨き

の方法、その他、転ばないための身体づくりを目指

した教室（1期 14回）を実施する。 

高齢介護課 
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期 14回）や栄養改善に必要な知識、正しい歯磨き

の方法、その他、転ばないための身体づくりを目指

した教室（1期 14回）を実施する。 

高齢介護課 
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10 学校歯科保健取組プラン策定 

 

◇小中学校の児童生徒及び保護者の歯の健康に対す

る意識を向上させ、むし歯の予防・治療及びかかり

つけ医の定着を図り、むし歯被かん率を減少させる

ため取組プランを策定する。 

教育総務課 

11 高齢者の保健事業と 

介護予防の一体的な実施 

（再掲） 

◇高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな

支援を実施するため、後期高齢者医療制度の保健

事業と介護保険の介護予防に関する事業を一体的

に実施する。 

保険年金課 

12 東大和市ライフスタイルラボ ◇健康寿命の延伸を目的とした産官学民連携、リビン

グラボの手法を取り入れた取組を行う。 
健康課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

取組方針３：孤立を防ぐ社会参加の促進 
 

社会活動への参加を促し、社会的なつながりによる健康づくりの促進を図る取組を行います。 

 

ＮＯ イベント・事業名等 事業概要等 担当課 

１ 地域の団体、人材、施設を 

活用した各種スポーツ事業

（再掲） 

 

◇特定非営利活動法人東大和市体育協会、地域ス

ポーツクラブ（はぴねスマイル東大和）、スポーツ推

進委員、体育施設等指定管理者によるスポーツ・文

化活動などを通じて、地域住民のコミュニティと地

域貢献の場を提供する。 

社会教育課 

２ 地域活動支援センター事業 

 

◇地域活動支援センターにおいて、社会との交流促進

の支援に関する事業を実施する。 
障害福祉課 

３ 第２層協議体活動の支援 

 

◇市内を７地域に分けて、それぞれの住民が主体と

なって、定期的に地域課題等の情報共有、連携強

化、社会資源の開拓等を話し合う協議体の活動を支

援する。 

高齢介護課 

４ ケアラー支援事業 

 

◇参加者がそれぞれの不安や悩みを話し合うとともに、

ミニ講座による関連知識を学ぶことのできる交流の

場（ケアラーズカフェ）を提供する。 

高齢介護課 

５ うまかんべぇ～祭実行委員会

運営費補助事業 

（再掲） 

 

◇地域住民の交流及び賑わいを創出することを目的

に開催する。 

*出展団体によるグルメコンテスト 

*ステージイベント 

*ウォーキングイベントのゴール 

*フリーマーケット 

*ランニングバイクイベント等 

産業振興課 

６ 東大和ボランティア・ 

市民活動センターの運営補助 

 

◇東大和ボランティア、市民活動センターの運営費の

補助を行うことにより、市民のボランティア・市民活

動の安定、充実を図る。 

地域振興課 

７ ふれあいのまちづくり事業 

への支援（市補助事業） 

 

◇見守り、声かけ活動やふれあいなごやかサロン活動

を通じて、一人暮らし高齢者等の孤立の防止及び地

域活動への参加促進を図る。 

福祉推進課 

８ 成年後見活用あんしん生活

創造事業（市委託事業）及び

地域福祉権利擁護事業（市補

助事業） 

◇成年後見制度の普及・啓発及び相談機能の充実等に

より、判断能力が低下した方でも安心して地域で暮

らせる一助となり、また、地域における孤立化を防

止する。 

福祉推進課 

９ 民生・児童委員協議会運営 

 

◇地域に身近な存在である民生・児童委員が行政との

パイプ役となり、地域における様々な課題解決につ

なげることにより、地域活動の充実を図る。 

福祉推進課 
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取組方針３：孤立を防ぐ社会参加の促進 
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化活動などを通じて、地域住民のコミュニティと地

域貢献の場を提供する。 
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２ 地域活動支援センター事業 
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ミニ講座による関連知識を学ぶことのできる交流の
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運営費補助事業 

（再掲） 

 

◇地域住民の交流及び賑わいを創出することを目的

に開催する。 

*出展団体によるグルメコンテスト 

*ステージイベント 

*ウォーキングイベントのゴール 

*フリーマーケット 

*ランニングバイクイベント等 

産業振興課 

６ 東大和ボランティア・ 

市民活動センターの運営補助 

 

◇東大和ボランティア、市民活動センターの運営費の

補助を行うことにより、市民のボランティア・市民活

動の安定、充実を図る。 

地域振興課 

７ ふれあいのまちづくり事業 

への支援（市補助事業） 

 

◇見守り、声かけ活動やふれあいなごやかサロン活動

を通じて、一人暮らし高齢者等の孤立の防止及び地

域活動への参加促進を図る。 

福祉推進課 

８ 成年後見活用あんしん生活

創造事業（市委託事業）及び

地域福祉権利擁護事業（市補

助事業） 

◇成年後見制度の普及・啓発及び相談機能の充実等に

より、判断能力が低下した方でも安心して地域で暮

らせる一助となり、また、地域における孤立化を防

止する。 

福祉推進課 

９ 民生・児童委員協議会運営 

 

◇地域に身近な存在である民生・児童委員が行政との

パイプ役となり、地域における様々な課題解決につ

なげることにより、地域活動の充実を図る。 

福祉推進課 
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10 老人クラブ育成事業 

 

◇老人クラブ及びシニアクラブ連合会に対して、補助

金を交付することでその活動の活性化を促し、高齢

者の福祉の増進を図る。 

高齢介護課 

11 生活支援体制整備事業の 

広報紙発行事業 

 

◇高齢者の集いの場や生活支援サービス等について、

多くの方に知ってもらい、高齢者の孤立化防止を図

るため、情報発信用の広報紙「てとてとて」を作成し、

配布する。 

高齢介護課 

12 地区組織・関係機関等への 

職員派遣事業 

◇保健、栄養、歯科の健康教育等を職員派遣により地

域の団体に対し実施する。 
健康課 

13 介護支援いきいき活動事業 

 

◇高齢者の方々が健康で生きがいを持って暮らし続け

ることができるよう、介護支援活動等の社会参加を

促す。 

高齢介護課 

14 自治会活動の支援 

 

◇自治会活動の補助金交付や総会時等の公共施設の

先行予約等様々な支援を実施し、市民が安心して暮

らせる地域づくりを行う。 

地域振興課 

15 高齢者の保健事業と 

介護予防の一体的な実施 

（再掲） 

 

◇高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな

支援を実施するため、後期高齢者医療制度の保健

事業と介護保険の介護予防に関する事業を一体的

に実施する。 

保険年金課 

16 

 

 

東大和元気ゆうゆう体操の 

多様な場面での活用 

（再掲） 

◇多様な機会での東大和元気ゆうゆう体操の活用によ

り、介護予防と多世代の交流を推進する。 高齢介護課 

17 相談業務 

 

◇市民が安心して日常生活を送れるよう、専門相談員

等により、市民相談、法律相談、登記相談、行政手続

相談、税務相談等を実施し、必要に応じて専門機関

等の紹介、あっせんを行う。 

秘書広報課 

18 消費生活センター相談事業 

 

◇消費生活センターでは消費に関する悩みやトラブル

について、一人で悩まずに相談いただくよう呼びか

けており、消費生活相談や多重債務相談で専門家に

よる助言や専門機関の紹介、必要に応じてあっせん

を行う。 

地域振興課 

19 こころの健康相談 

 

◇心身の健康に関する個別相談実施により、市民の健

康の保持及び増進を図る。 
健康課 

20 地域のつながりを牽引する 

人材の育成事業 

 

◇東大和元気ゆうゆう体操を普及する方を養成するた

めの講座（毎年・全 8回）、介護予防に資する取組を

行う介護予防リーダーを養成する講座（隔年・全 15

回）を実施する。 

高齢介護課 

21 両親学級、健康相談、身体 

計測を通じた仲間づくり事業 

◇事業に参加することで、地域での仲間をつくり不安

の解消や子育て中の親子の孤立を防ぐ。 
健康課 
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22 子育てひろば事業 

 

◇民間保育園３園及び児童館６館において、親子が自

由に遊んだり、友達づくりをしたり、情報交換のでき

る場所を提供している。また、育児講座や育児に関

する相談も行っている。 

青少年課・ 

子育て支援課 

23 ファミリー・サポート･センター

事業における相互援助活動 

 

◇東大和市社会福祉協議会に対し、ファミリー・サポー

ト・センター事業の運営費の補助を行うことにより、

子育ての手助けをして欲しい人と、子育ての手伝い

をしたい人とのボランティア的な相互援助活動の充

実を図る。 

子育て支援課 
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22 子育てひろば事業 
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事業における相互援助活動 

 

◇東大和市社会福祉協議会に対し、ファミリー・サポー

ト・センター事業の運営費の補助を行うことにより、

子育ての手助けをして欲しい人と、子育ての手伝い
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取組方針４：病気を予防・早期発見する受診の促進 
 

健康を維持していくため、病気の予防や早期発見に有効な予防接種や健(検)診の受診の促進を図る

取組を行います。 

 

ＮＯ イベント・事業名等 事業概要等 担当課 

1 健康診査事業 ◇疾病を早期に発見し、生活習慣の改善や通院治療等

により健康の保持・増進を図る。 
保険年金課 

２ 各種健康診査事業 

 

◇妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、３～４か月児健

康診査、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査、５

歳児健康診査、歯科健康診査、健康診査（無保険者

等）、成人歯科健康診査により、健康の保持・増進を

図る。 

健康課 

3 各種検診事業 

 

◇肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、胃がん検診、子宮

頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、前立腺がん

検診、胃がんリスク検査における対象疾病を早期に

発見し健康の保持・増進を図る。 

健康課 

4 予防接種事業の充実 

 

◇予防接種事業を実施することにより、ワクチンで防

げる病気を防止し、健康の保持・増進を図る。 
健康課 

５ 健診後指導事業 

（特定保健指導、 

糖尿病重症化予防） 

◇重症化や発症予防の指導への参加による行動変容

を促す。（特定保健指導、糖尿病重症化予防等） 保険年金課 

６ 各種健診後指導事業 ◇スマイルクラス（４歳児歯みがき教室）等、健診後の

事業により健康の保持・増進を図る。 
健康課 

7 被保護者自立促進事業 

（健康増進支援） 

 

◇生活保護受給者に対し、介護予防教室参加費用や主

治医の意見に基づく健康管理機器の購入費用を支

援し、健康維持の支援を行う。 

生活福祉課 

8 学校歯科保健取組プラン策定

（再掲） 

 

◇小中学校の児童生徒及び保護者の歯の健康に対す

る意識を向上させ、むし歯の予防・治療及びかかり

つけ医の定着を図り、むし歯被かん率を減少させる

ため取組プランを策定する。 

教育総務課 

９ 各種健診事業 

 

◇小学校就学時健康診断、小中学校定期健康診断、小

中学校教職員健康診断を実施し、健康の保持・増進

を図る。 

教育総務課 

10 被保護者健康管理支援事業 

 

◇生活保護受給者に対し、健診結果等に基づき生活習

慣病となるおそれがある者等を把握し、必要な受診、

健康指導を助言することで予防につなげる。 

生活福祉課 

１１ 多受診者指導 

 

◇医療機関の受診回数が多すぎると思われる患者、同

一疾患で複数の医療機関にかかっている患者等に対

し、保健師が訪問等を行い、受診行動適正化指導を

行う。 

保険年金課 
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12 啓発通知送付事業 

 

◇低栄養、COPD が懸念される対象者に対して、医療

機関受診勧奨通知を送付する。 
保険年金課 

13 けんこうだより送付 

 

◇生活保護受給者に対し、市の無料健康診査の受診促

進や健康、病気予防に関する情報を発信し、健康維

持の支援を行う。 

生活福祉課 

14 成人健康相談 

 

◇心身の健康に関する個別の相談により、市民の健康

の保持・増進を図る。 
健康課 

15 健康教育事業 

 

◇むし歯予防教室、職員派遣等により健康に関する正

しい知識と技術習得を目的に講話や実習を行う。 
健康課 

16 認知症総合支援事業 

 

◇認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らす

ための事業の一部で、認知症の早期発見・早期対応

の取組を行う。 

高齢介護課 

17 認知症検診推進事業 

 

◇認知症に関する正しい知識の普及・啓発及び認知症

の早期診断・早期対応に向けた認知症検診の受診を

推進する。 

高齢介護課 
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取組方針５：健康づくりにつながる環境の整備 
 

市民、地域、市などが連携協力し、快適で、より健康づくりを促す住環境を整備する取組を行います。 

 

ＮＯ イベント・事業名等 事業概要等 担当課 

１ 民間企業との 

地域活性化包括連携協定に

基づく連携事業 

◇連携事項で定めている健康増進に関すること等につ

いて、共同で取組可能な事業の実施に向けて調整す

る。 

企画課 

２ 東やまと市報発行事業 

 

◇毎月１日、15日に広報紙を発行する（8ページ・12

ページ）。 
秘書広報課 

３ 市政情報コーナーの設置 

 

◇市政に関する情報を積極的に提供するために設置し

ている。 
文書課 

４ 生活支援体制整備事業の 

広報紙発行事業 

（再掲） 

 

◇高齢者の集いの場や生活支援サービス等について、

多くの方に知ってもらい、高齢者の孤立化防止を図

るため、情報発信用の広報紙「てとてとて」を作成し、

配布する。 

高齢介護課 

５ アプリケーション 

東大和スタイル 

◇アプリを用いて市の様々な情報を発信する。 産業振興課・ 

健康課 

６ 障害者差別解消法における

合理的配慮の提供に関する

取組 

◇障害者差別解消法における「合理的配慮の提供」に

ついて、民間事業者へ周知・啓発を行う。 障害福祉課 

７ 体育施設等の整備 

 

◇安心してスポーツに親しむことができるよう、既存の

体育施設等の維持管理、改修、整備等を行う。 
社会教育課 

８ 歩道改良工事 

 

◇歩道をバリアフリー化し、高齢者や車いすの方でも歩

きやすい歩道を整備する。 
土木課 

９ 公園等管理事業 

 

◇公園、緑道、狭山緑地等の維持管理にボランティアの

参加を取り入れる。 
環境課 

10 人材育成事業 

(公園等への花植え) 

◇花づくりが楽しめる公園整備事業を継続し、ボラン

ティアを育成する。 環境課 

11 東京都受動喫煙防止対策の

強化に伴う喫煙環境の 

整備事業 

 

◇東京都受動喫煙防止条例施行に伴い、児童館や学

童保育所が併設されている施設の屋外に設置され

ていた灰皿を撤去した。また、市内の駅前広場、市

民会館、市役所敷地内に屋外公衆喫煙所を整備し、

管理する。 

環境課・ 

総務管財課・ 

地域振興課 

12 たばこ健康影響被害啓発 

健康教育 

◇受動喫煙に関する正しい知識を持ち、受動喫煙を防

止することにより、健康の保持・増進を図る。 
健康課 

13 場所の借り上げ・借用事業 

 

◇ゲートボール場用地、警視庁教養訓練施設（グラウン

ド、東大和訓練場、総務省自治大学校グラウンド）、

その他体育施設の借用・活動の場を確保するため、

用地を借上げている。 

社会教育課 
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14 赤ちゃん・ふらっと事業 

 

◇「赤ちゃん・ふらっと」とは、小さなお子様を連れた方

が安心してお出かけできるよう整備された、授乳や

おむつ替え等ができるスペースの愛称であり、順次

整備を進めている。 

子育て支援課 

15 第２層協議体活動の支援 

（再掲） 

 

◇市内を７地域に分けて、それぞれの住民が主体となっ

て、定期的に地域課題等の情報共有、連携強化、社会

資源の開拓等を話し合う協議体の活動を支援する。 

高齢介護課 

16 東大和市観光マップ作成事業 ◇市内の観光スポットの紹介と受入観光客数の増加及

び市内回遊の誘発を目的とした観光マップを発行す

る。 

産業振興課 

17 道路清掃事業 

 

◇市内の車道に落ちている落ち葉やゴミを清掃し、良

好な景観を維持する。 
土木課 

18 ウォーキングマップの配布 ◇市民等が市の自然や文化財に親しみながらまちの散

策を行えるよう、ウォーキングマップの印刷・配布を

行う。 

都市計画課 

19 東大和市道路アダプト制度 

の導入 

 

◇市道等において、市民等が協働管理者として美化及

び清掃等を自発的に行う制度であり、今後、具体的

な内容を企画・立案する。 

土木課 
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